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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、
　該発光素子が載置された素子載置部を底部に備える凹形部を有する第１のリードと、
　第２のリードと、
　前記第１のリードと前記第２のリードの間に位置する保持部材と、
　前記発光素子と前記第１のリードの一部とを封止する透光性部材と、を備え、
　前記透光性部材は、前記素子載置部を被覆するレンズ部と、該レンズ部の周縁に設けら
れた鍔部とを有し、
　前記保持部材は、前記発光素子から出射する光が直接到達する範囲外に配置し、
　前記第１のリードは、前記透光性部材の側面から第１方向に突出して配置されるアウタ
ーリード部を有し、
　前記アウターリード部の、前記第１方向と平面視で直交する第２方向の最大長さは、前
記レンズ部の前記第２方向の径以上である発光装置。
【請求項２】
　前記第１のリードは表面にめっき層を有し、
　前記アウターリード部の前記第１方向の端面の表面は前記めっき層で覆われており、
　前記アウターリード部の、前記第２方向の最大長さは、前記透光性部材の前記第２方向
の最大長さ未満である請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
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　前記発光素子は平面視矩形状であり、
　前記素子載置部は平面視略矩形である請求項１または２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記凹形部の底面と、前記保持部材の底面の高さと、前記透光性部材の底面と、前記ア
ウターリード部の底面と、が、略一致する請求項１乃至３に記載の発光装置。
【請求項５】
　平面視において、前記凹形部の底部の形状は、前記第２方向を長手方向とする略長方形
である請求項１乃至４に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記凹形部の底部の前記第１方向の長さが前記レンズ部の前記第１方向の長さの１／３
以下である請求項１乃至５に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記発光素子を２つ以上備え、該２つ以上の発光素子が前記第２方向に沿って配列され
ている請求項１乃至６に記載の発光装置。
【請求項８】
　前記発光素子に接触し、前記発光素子を被覆する被覆部材をさらに備える請求項１乃至
７に記載の発光装置。
【請求項９】
　前記レンズ部は半球状である請求項１乃至８に記載の発光装置。
【請求項１０】
　前記保持部材と前記第１リードとの線熱膨張係の差が、前記透光性部材と前記第１リー
ドとの線熱膨張係数の差よりも小さい請求項１乃至９に記載の発光装置。
【請求項１１】
　前記保持部材は前記透光性部材よりも硬い材料によって形成される請求項１乃至１０に
記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、発光素子が金属部材に搭載され、発光素子と金属部材の一部とが封止部材に
埋め込まれた発光装置が提案されている（特許文献１）。この発光装置では、発光素子が
載置された金属部材と、その対となる金属部材とで一対のリード端子を構成している。こ
れら発光素子と金属部材とは、封止部材に埋め込まれており、発光素子の上方において、
封止部材がレンズ状に凸部を構成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－３４６００８号公報
【特許文献２】特開２０１１－２１６８７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような従来の発光装置では、封止部材がレンズ部を有することにより、発光素子か
らの光取り出し効率を高めている。
　近年の発光装置では、光取り出し効率の向上とともに、より小型で優れた信頼性を有す
る発光装置が求められている。しかし、光取り出し効率を高めるためにレンズ部を大きく
すればするほど、発光装置自体の大きさは大きくなってしまう傾向にあった
【０００５】
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　本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、光取り出し効率を向上させるとともに
、発光装置の小型化を実現し、放熱性の良い、優れた信頼性を有する発光装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を解決するために、本発明における発光装置は、発光素子と、該発光素子が載
置された素子載置部を有するリードと、前記発光素子と前記リードの一部とを封止する透
光性部材を備え、前記透光性部材は、前記素子載置部を被覆するレンズ部と、該レンズ部
の周縁に設けられた鍔部とを有し、前記リードは、前記透光性部材の側面から第１方向に
突出して配置されるアウターリード部を有し、前記アウターリード部の、前記第１方向と
平面視で直交する第２方向の最大長さは、前記レンズ部の前記第２方向の径以上であるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、光取り出し効率の高い発光装置の小型化を実現することができる。ま
た、より優れた信頼性を有する発光装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の発光装置の一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１の発光装置の平面図である。
【図３】図１の発光装置の内部構造を示す平面図である。
【図４】図１の発光装置の内部構造を示す平面図である。
【図５】図１の発光装置における透光性部材とアウターリードとの関係を説明するための
平面図である。
【図６】図１の発光装置における凹形部を説明するための斜視図である。
【図７】図１の発光装置の底面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本件発明の発光装置は、主として、発光素子と、素子載置部を有するリードと、発光素
子とリードの一部とを封止する透光性部材とから構成される。
　以下の説明において、「上面」とは、発光装置の光取り出し面側の面、「底面」とは、
上面と反対の面を指す。
　下記に、各構成部材について、詳述する。
【００１０】
＜発光素子＞
　発光素子は、いわゆる発光ダイオードと呼ばれる素子であればどのようなものでもよい
。例えば、基板上にＩｎＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＡｌＮ
等の窒化物半導体、ＩＩＩ‐Ｖ族化合物半導体、ＩＩ‐ＶＩ族化合物半導体等、種々の半
導体によって、発光層を含む積層構造が形成されたものが挙げられる。基板としては、Ｃ
面、Ａ面、Ｒ面のいずれかを主面とするサファイアやスピネル（ＭｇＡｌ２Ｏ４）のよう
な絶縁性基板、また炭化珪素（６Ｈ、４Ｈ、３Ｃ）、シリコン、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＧａＡ
ｓ、ダイアモンド；ニオブ酸リチウム、ガリウム酸ネオジウム等の酸化物基板、窒化物半
導体基板（ＧａＮ、ＡｌＮ等）等が挙げられる。半導体の構造としては、ＭＩＳ接合、Ｐ
ＩＮ接合、ＰＮ接合などのホモ構造、ヘテロ結合あるいはダブルへテロ結合のものが挙げ
られる。発光素子を構成する各半導体層には、Ｓｉ、Ｇｅ等のドナー不純物及び／又はＺ
ｎ、Ｍｇ等のアクセプター不純物がドープされていてもよい。発光層は、量子効果が生ず
る薄膜に形成した単一性量子井戸構造、多重量子井戸構造としてもよい。
　発光素子の発光波長は、半導体の材料、混晶比、発光層のＩｎＧａＮのＩｎ含有量、発
光層にドープする不純物の種類を変化させるなどによって、紫外領域から赤色領域まで変
化させることができる。
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【００１１】
　発光素子は、後述するリードに載置されている。発光素子をリードに載置するためには
、通常、接合部材が用いられる。例えば、青及び緑発光を有し、サファイア基板上に窒化
物半導体を成長させて形成された発光素子の場合には、エポキシ樹脂、シリコーン等を用
いることができる。また、発光素子からの光や熱による劣化を考慮して、発光素子裏面に
Ａｌメッキをしてもよいし、樹脂を使用せず、Ａｕ－Ｓｎ共晶などの半田、低融点金属等
のろう材を用いてもよい。さらに、ＧａＡｓ等からなり、赤色発光を有する発光素子のよ
うに、両面に電極が形成された発光素子の場合には、銀、金、パラジウムなどの導電性ペ
ースト等によってダイボンディングしてもよい。
　本発明の発光装置では、発光素子は１つのみ搭載されてもいいが、２つ以上搭載されて
もよい。なお、発光素子は、平面視矩形状であることが好ましい。
【００１２】
　また、発光素子は支持体（サブマウント）を介してリードに載置してもよい。例えば、
セラミックスを用いた支持体は、所定の形状に形成した後、焼成を行うことにより、形成
される。支持体の上面側には、発光素子と接続される導体配線が設けられている。導体配
線は、通常、例えば、蒸着又はスパッタ法とフォトリソグラフィー工程とにより、あるい
は印刷法等により、あるいは電解メッキ等により形成されている。導体配線は、支持体内
に設けられていてもよい。導体配線は、例えば、タングステンやモリブデンなど高融点金
属を樹脂バインダーに含有させたペースト状の材料から形成される。スクリーン印刷など
の方法により、ペースト状の材料をグリーンシートに設けたスルーホールを介して所望の
形状とし、焼成することによって、セラミックスの支持体及びその表面又は内部に配置さ
れた導体配線が形成される。また、支持体は、リードフレームからなる正負一対の電極を
導電部材として、樹脂にてインサート成形されていてもよい。このような支持体の上面に
発光素子が載置され、支持体の導体配線と電気的に接続されていてもよい。このような支
持体を用いる場合は、支持体の導体配線が後述するリードと電気的に接続される。この場
合、発光素子はフェースダウン実装してもよい。
【００１３】
＜リード＞
　リードは、発光素子を載置する機能を果たし、また、発光装置の電極としての機能を果
たすここができれば、リードの材料は特に限定されず、発光素子に適当な電力を供給する
ことができるような材料等であればよい。また、熱伝導率の比較的大きな材料で形成する
ことが好ましい。このような材料で形成することにより、発光素子で発生する熱を効率的
に逃がすことができる。例えば、２００Ｗ／（ｍ・Ｋ）程度以上の熱伝導率を有している
もの、比較的大きい機械的強度を有するもの、あるいは打ち抜きプレス加工又はエッチン
グ加工等が容易な材料が好ましい。例えば、銅、アルミニウム、金、銀、タングステン、
鉄、ニッケル等の金属又は鉄－ニッケル合金、燐青銅、鉄入り銅等の合金等が挙げられる
。また、これらを母材とし、さらにその表面に銀、アルミニウム、銅、金等のめっき層が
施こされたもの等が挙げられる。
　表面に設けられるめっき層は、反射率を高くする、また、導電性ワイヤとの密着性を良
好とする、など、母材の表面特性を調整するために設けられる。具体的には、搭載される
発光素子からの光を効率よく取り出すために、反射めっき（例えば、銀又は銀合金、Ｎｉ
／Ｐｄ／Ａｕ等による）などが挙げられる。また、めっき加工されたリードは濡れ性が良
く、半田等を介して被接着体と安定して接着することができる。
【００１４】
　本件発明の発光装置では、リード１２は、発光素子１１等とともに、その一部が後述す
る透光性部材１４に埋設されている。そのため、リード１２は、透光性部材１４に埋設さ
れ発光素子１１が載置される素子載置部１２ｄと、発光素子１１等と電気的に接続され透
光性部材外に延長して突出するアウターリード部１２ａとを備える。
　アウターリード部１２ａは、透光性部材１４の側面から突出して設けられる。ここで、
アウターリード部１２ａは、リードの突出方向である第１方向と平面視で直交する第２方
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向の最大長さ（以下アウターリード部の「幅」と記載することがある）Ｌ２が、透光性部
材が備えるレンズ部１４ａのレンズ直径長さＬ１以上であることが肝要である。これによ
り、放熱性に優れた発光装置とすることが可能となる。アウターリード部の幅Ｌ２をレン
ズ直径Ｌ１以上とすることにより、放熱経路の幅がレンズ径以上となり、通電時にレンズ
部が受ける熱の影響を低減することができる。発光素子から発生する熱は、基本的にリー
ドから放熱されるため、放熱経路の幅がレンズ径より小さくなると、レンズ部の熱を効率
よく逃がしにくくなる。
【００１５】
　また、アウターリード部１２ａの第２方向の最大長さＬ２は、発光装置の最大長さより
小さいことが好ましい。言い換えれば、透光性部材の第２方向における最大長さＬ３が、
発光装置外形の第２方向における最大長さであることが好ましい。アウターリード部１２
ａが透光性部材１４より突出すると、突出分だけ発光装置の外形寸法が大きくなってしま
う。発光装置を小型化するためには、発光装置の第２方向におけるアウターリード部の最
大長さＬ２を、透光性部材の最大長さＬ３の範囲内に収めることが肝要である。
【００１６】
　通常、発光装置を製造するにあたっては、めっき加工された一枚のリードフレームに複
数の発光装置のパターンが形成され、各製造工程を経た後に個々に切断、分離され、同時
に複数の発光装置が製造される。各発光装置を連結しているリードの適切な箇所が切断さ
れることにより、個々に分離された発光装置となる。めっき加工されたリードを切断する
ことにより生じる切断面には、めっき加工が施されていないことになる。めっき加工が施
されていない切断面は濡れ性が悪く、半田等をはじき、被接着体との接着性が不十分とな
る問題があった。また複数の発光装置を大量生産する工程中においては、アウターリード
部の切断面が発光装置から突出していると、鋭利な切断面が他の発光装置を破損させるお
それがある。
【００１７】
　本件発明の発光装置においては、アウターリード部１２ａの突出方向である第１方向の
端面１２ｂは、めっき層で覆われていることが好ましい。発光装置の第１方向の端部には
アウターリード部１２ａが配置されるので、この端面１２ｂにリードの切断面が配置され
ると、鋭利な切断面が他の発光装置を破損させる虞がある。発光装置が、生産時の個片化
工程でリード切断時に生じる切断面を有する場合は、その切断面はアウターリード部の第
２方向における端面１２ｃのみに配置することが好ましい。これにより、製造工程中にお
ける発光装置の破損不良を低減することができる。
【００１８】
　さらに、めっき層で覆われた端面では半田等のはじきが発生しにくいため、被接着体と
の接着性を良好に安定して実装することが可能となる。つまり、第１方向の端面の表面が
めっき層で覆われていることにより、第１方向への突出長さを抑えながらも、安定した半
田実装を行えることが可能となり、発光装置を小型化することができる。
【００１９】
　また、発光装置を別の基体に半田実装する際、第１方向と第２方向との両方向に切断面
が露出していると、両方向で半田はじきが発生しリフロー時に発光装置が回転しにくくな
る虞がある。このため、切断面の配置を一方向の端部のみとすることにより、発光装置の
半田実装時におけるセルフアライメント性を向上させることができる。
【００２０】
　本件発明の発光装置において、素子載置部は、その周囲を平面視略矩形の壁部により囲
まれていることが好ましい。素子載置部の周囲を壁部で囲むことにより、リード上に素子
載置部を底部とした凹形部が形成される。矩形の発光素子の四側面から出射した光は、そ
れぞれ対向する凹形部の内側面で反射して発光装置の上面側へ向かわせることができるた
め、発光装置の光取り出し効率の向上を図ることができる。また発光素子の適所の配置を
確保することができるとともに、透光性部材および後述する被覆部材等の封止の安定性を
確保することができる。壁部は、リード上に設けられた樹脂等の枠体でも良いが、図６に



(6) JP 6191214 B2 2017.9.6

10

20

30

40

50

示すように、素子載置部の周囲を屈曲して形成された凹形部であることが好ましい。リー
ドで一体成形された凹形部は光反射性に優れているため、光取り出し効率を向上させるこ
とができる。
【００２１】
　凹形部の平面視形状は、略矩形とすることが好ましい。略矩形とすることにより、矩形
状の発光素子の側面からの光を、対向する凹部の側面で効率よく上面側へ導くことが可能
となる。
【００２２】
　凹形部の大きさ及び深さは、搭載する発光素子から出射された光及びその反射光等の光
の出射をさえぎらない程度であることが適している。特に、発光素子から出射された光及
びその反射光を凹部の側面又は上縁部でさえぎらないことが適している。例えば、凹形部
の底部の大きさは、発光素子の占有面積より大きく、さらに占有面積の２．８倍程度以上
であることが適している。その深さは、発光素子の高さ以上であればよく、０．３ｍｍ程
度以上が好ましく、０．５ｍｍ程度以下が好ましい。
【００２３】
　凹形部の側面は垂直であってもよいが、底部に向かって狭くなるように傾斜しているこ
とが好ましい。例えば、底面に対する法線方向に２０～６０°程度で傾斜していることが
適している。これにより、発光素子からの光を効率的に上面に導くことができる。さらに
、凹形部は、その側面から凹形部の外周に向かって、表面が丸みを帯びていることが好ま
しい。このように丸みをつけることにより、凹形部の開口部縁上において、後述する透光
性部材にクラックが入りにくくなり、透光性部材の剥がれを防止することができる。
【００２４】
　リードが上述の凹形部を有する場合は、凹形部の底面の高さと、透光性部材の底面の高
さと、アウターリード部の底面の高さとが、略一致することが好ましい。このように、素
子載置部の底面を露出させることにより、発光素子の放熱経路を確保することができる。
さらに、アウターリード部からは、透光性部材が受けた熱を効果的に逃がすことができる
。その結果、発光素子及び透光性部材に対する熱による劣化を防止することができ、発光
装置の信頼性を向上させることができる。また、リードで発光装置の底面が補強されるの
で、発光装置自体の強度を向上させることができる。
　凹形部の底面と、透光性部材の底面と、アウターリード部の底面とを略面一とする発光
装置は、凹形部が形成されたリードをさらに屈曲させることにより形成される。素子載置
部の周囲を上面側に屈曲して凹形部を形成したリードは、透光性部材内にて側面方向に屈
曲され、さらに、発光装置の底面側に屈曲した後、リードの底面が透光性部材の底面と略
面一となる位置で側面側に屈曲される。透光性部材内で屈曲されたリード部は、透光性部
材の側面から突出して配置され、底面が透光性部材との底面と略面一なアウターリード部
を形成する。
【００２５】
　素子載置部を有するリードには、その素子載置部に対して、対になる第２リードが対向
していることが好ましい。リードと第２リードとは正負一対の電極となる。第２リードと
発光素子とは後述する導電性ワイヤによって接続される。
　第２リードは、透光性部材に覆われる内部端子部（インナーリード部）と、透光性部材
の側面から突出して配置される外部端子部（第２のアウターリード部）とを有する。イン
ナーリード部は、上述したリードの素子載置部と対向するように配置され、発光素子から
伸びる導電性ワイヤが接続される。第２のアウターリード部は、上述したアウターリード
部と同形状であることが好ましい。このような形状とすることにより、アウターリード部
と同様の効果を得ることができる。
【００２６】
　リードは、通常、導電性ワイヤを用いたワイヤボンディングによって、発光素子および
任意に搭載される保護素子と電気的な接続を有している。導電性ワイヤの材料及び直径な
どは、特に限定されるものではなく、当該分野で通常使用されているものを利用すること
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ができる。特に、発光素子の電極とのオーミック性が良好であるか、機械的接続性が良好
であるか、電気伝導性及び熱伝導性が良好なものであることが好ましい。導電性ワイヤは
、例えば、金、銀、銅、白金、アルミニウム、パラジウム等の金属及びそれらの合金を用
いたものが挙げられる。また、表面に銀又は銀合金を被覆したもの等を用いることもでき
る。導電性ワイヤは、発光素子とワイヤボンディング用の金属部材と、ワイヤボンディン
グ機器によって容易に接続することができる。
【００２７】
　本件発明の発光装置のように、レンズ部を有する発光装置を小型化するには、レンズ部
以外の部分を最大限小さくすることが肝要である。本件発明の発光装置では、アウターリ
ード部の突出長さを抑えることにより第１方向の外形長さを抑えている。
　平面視で、レンズの直径を第１方向に３等分した真ん中のエリアを素子載置部とし、両
端のエリアを内部端子部として、ワイヤとの電気的接続をとる為や保護素子の載置等に使
用する。このような配置をとることによって、限られたエリア内に効率よくリードの内部
端子部を配置することができる。
　そのため、発光素子が２つ以上搭載される場合、素子載置部は第２方向に沿って延長し
、発光素子を第２方向に沿って配列させることが好ましい。アウターリード部が突出する
第１方向には、発光素子の電気的接続等のための内部端子部が配置されるため、素子載置
部を第１方向に沿って延長すると、その分だけ、発光装置の外形が大きくなってしまう。
【００２８】
　透光性部材内に配置されるリードの素子載置部以外の部位（内部端子部）は、発光装置
に搭載される発光素子の使用態様（配置空間、配置位置など）を考慮して、その形状、大
きさ等を適宜調整することができる。また、発光素子とリードとの導電性を後述する保護
素子の載置箇所などに応じて、適宜屈曲、変形させることができる。
【００２９】
　リードは、１つの発光装置において、上述したリードおよび第２リードの少なくとも２
本備えていればよい。なお、複数のリードフレームは、上述した発光素子の電極との電気
的な接続以外、実質的に電気的に分離されてパッケージ内に配置される。
【００３０】
＜透光性部材＞
　透光性部材は、発光素子およびリード部の一部を封止する部材であって、例えば図１に
示すように、少なくともレンズ部１４ａと鍔部１４ｂとを有する。発光装置は、通常、基
本形状（封止部材の形状）として、円柱、楕円形、球、卵形、三角柱、四角柱、多角柱、
またこれらに近似する形状等に成形することができるが、一般的には四角柱に形成されて
いる。本発明における透光性部材は、基本形状の四角柱の上面に集光のためのレンズ部が
一体的に配置されている。レンズ部の外周には、鍔部が一体的に配置されて基本形状の四
角柱を構成している。四角柱の対向する両側面からは、上述のアウターリード部が配置さ
れている。
【００３１】
　レンズ部は、平面視において、発光装置の外形のより多くを占めていることが好ましい
が、鍔部の外形に対する内接円以下になるよう設けられていることが好ましい。これによ
り、鍔部のサイズをある程度確保できるので、鍔部を保持して持ち運ぶことができる等、
取り扱いやすい発光装置を得ることができる。また、アウターリード部の幅はレンズ部の
直径以上としているため、鍔部にリードの内部端子を効率よく配置することができる。さ
らに、内部端子によって透光性部材を補強することができ、発光装置自体の強度を向上さ
せることができる。
【００３２】
　レンズ部は、その中心が発光素子又は素子載置部の中心近傍に位置する形状とすること
が好ましい。また、図３に示すように、レンズ部１４ａは、少なくとも素子載置部１２ｄ
よりも大きくすることが好ましく、リードに凹形部が設けられている場合には、この凹形
部よりも大きくすることが好ましい。なお、レンズ部は、２つ以上の発光素子が素子載置
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部に載置されている場合でも、その大きさは、素子載置部より大きくすることが好ましい
。通常、光の取り出し効率を向上させるためには、レンズ部は、光源の位置を中心とする
形状で設計されるが、複数の発光素子が載置される場合には、光源が素子載置部内に複数
点在することになるため、レンズ部の中心から外れた位置にも光源が存在し、意図する光
の取り出し効率を得ることが難しくなる。そこで、レンズ部の大きさを素子載置部より大
きくすることで、光源である発光素子のレンズ部の中心からのズレの程度を相対的に小さ
くすることができ、意図する光の取り出し効率に近づけることができる。これは、特にレ
ンズ部を半球状とする場合に顕著である。
【００３３】
　鍔部は、必ずしもレンズ部の全周囲に配置されていなくてもよい。鍔部がレンズ部周囲
の一部にのみ配置される場合は、略同一形状の鍔部がレンズ部の周囲に等間隔に配置され
ていることが好ましい。例えば、平面視において、鍔部は、レンズ部から突出するように
透光性部材の四隅（好ましくは、互いに対向する２対）に設けられていることが挙げられ
る。これにより、発光装置自体のサイズを最小限に留めながら、レンズ部のサイズをより
大きくできる。
【００３４】
　鍔部は、素子載置部が凹部形状を有しているか否かにかかわらず、鍔部が、発光素子か
ら出射される光の照射範囲外に配置されるように形成されていることが適しており、発光
素子からの光の照射範囲よりも発光装置の底面方向（下方）に配置されていることが好ま
しい。発光素子からの光の照射範囲とは、発光素子から出射する光が直接到達する範囲で
ある。具体的には、発光素子の発光層とその周囲の遮光部材（例えばリードの凹形部外縁
）を結ぶ直線で規定することができる。発光素子の上面を基準としてもよい。
【００３５】
　透光性部材は、発光素子及び金属部材の絶縁性を確保することができる材料から選択さ
れる。例えば、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂等が挙げられるが、なかで
も透光性のシリコーン樹脂が好ましい。耐熱性を発揮し、２００℃を超える高温に耐え、
さらに高温では変形、分解の速度が緩やかで、つまり、温度依存性が小さく、他の部材へ
の影響が小さいことから、長期の信頼性を見込むことができるからである。
　透光性部材は、部分的に、上述した材料に、着色剤として、Ｃｒ２Ｏ３、ＭｎＯ２、Ｆ
ｅ２Ｏ３、カーボンブラック等、拡散材として炭酸カルシウム、酸化ケイ素、酸化アルミ
ニウム、酸化チタン等が挙げられる。好ましくは、着色剤及び拡散材が混合されていない
材料を用いる。これによって、着色剤や拡散材による光錯乱を防止でき、透光性部材の表
面における全反射を抑制できるので、光取り出し効率を向上できる。
　なお、本発明において、透光性とは、発光素子から出射された光を７０％程度以上、好
ましくは８０％程度以上、さらに好ましくは９５％程度以上透過させる性質を意味する。
【００３６】
＜保持部材＞
　本発明の発光装置では、保持部材を備えることができる。保持部材は、上述の透光性部
材とともに、発光装置のパッケージ部材として機能させる部材である。保持部材は、透光
性部材よりも硬い材料によって形成される。透光性部材よりも硬い材料である保持部材を
必要に応じて用いることにより、発光装置の強度を高くすることができる。
　また、保持部材とリードとの線熱膨張係数の差が、透光性部材とリードとの線熱膨張係
数の差よりも小さいものが好ましい。これによって、温度変化時における剥離及びクラッ
クの発生を抑制することができる。保持部材の線膨張係数は、１００ｐｐｍ／K程度以下
であるものが適しており、５００ｐｐｍ／K程度以下が好ましい。さらに、２０ｐｐｍ／K
程度以上が適している。
【００３７】
　リードの線熱膨張係数は、保持部材として通常使用される材料よりも小さく、例えば５
～２０ｐｐｍ／K程度である。保持部材とリードとの線熱膨張係数の差は１０～１００ｐ
ｐｍ／K程度であることが好ましい。保持部材を直接リードに接触させることにより、リ
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ードを直接透光性部材で被覆する場合の線熱膨張係数の差を緩和することができ、保持部
材とリードとの密着性低下を低減することができる。
【００３８】
　保持部材は、例えば、ポリフタルアミド（ＰＰＡ）、エポキシ樹脂等の樹脂によって形
成することができる。
　保持部材は、上述した材料に、部分的に着色剤又は拡散材として、種々の染料又は顔料
等を混合して用いてもよい。保持部材は発光素子から出射される光の照射範囲外に配置さ
れることが好ましい。これにより、着色剤としてカーボンブラック等の光の吸収が大きな
ものが混合された材料のように光反射性が低い材料を用いても発光装置の光出力が低下し
ないため、光反射性の低い安価な材料を保持部材として選択することができる。
【００３９】
　このような保持部材は、例えば、リードと第２のリードの間のＰ‐Ｎギャップを含むリ
ードの側面に配置することができる。リードが凹形部を有する場合は、リードの底面側に
も配置され、凹形部の周囲に配置されることが好ましい。保持部材を、発光素子からの光
の照射範囲外に配置することにより、発光効率を落とさずに発光装置を適度に補強するこ
とができる。保持部材が凹形部の周囲に配置される場合は、凹形部の底面の高さと、保持
部材の底面の高さと、透光性部材の底面の高さと、アウターリード部の底面の高さとが、
略一致することが好ましい。これにより保持部材とリードとで発光素子の底面をさらに補
強することができる。
【００４０】
＜被覆部材＞
　本発明の発光装置では、発光素子をリードに載置した後、発光素子を被覆するように、
被覆部材を配置してもよい。被覆部材は、通常、発光素子に接触して配置している。例え
ば、素子載置部が凹形部の底部である場合、凹形部の一部又は全部に、さらに凹形部から
盛り上がるように被覆部材を配置してもよい。被覆部材は、外力、水分等から発光素子を
保護し、発光素子とリードとの接続を確保するワイヤを保護し得る材料によって形成する
ことが好ましい。
【００４１】
　被覆部材としては、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、ユリア樹脂又はこ
れらの組み合わせ等の対候性に優れた透明樹脂又は硝子等が挙げられる。被覆部材は、透
光性部材と同一の材料、同一の組成等が好ましく、これに拡散材、又は蛍光体物質を含有
させてもよい。透光性部材と同一の部材を用いることで、透光性部材と被覆部材の熱膨張
係数を略同等にできるため、被覆部材と透光性部材の両方に渡って配置されるワイヤ等に
対する耐衝撃性を向上することができる。さらに、屈折率も略同等とできるため、被覆部
材から透光性部材へ通過する光の損失を抑制でき、光取り出し効率を向上できる。被覆部
材は、異なる材料、異なる組成等を用いることもできるが、発光素子から生じた熱の影響
を受けた場合の透光性部材と被腹部剤との密着性を考慮して、これらの熱膨張係数の差が
小さくなるものを選択することが好ましい。
【００４２】
　被覆部材には、拡散剤又は蛍光物質を含有させてもよい。拡散剤は、光を拡散させるも
のであり、発光素子からの指向性を緩和させ、視野角を増大させることができる。蛍光物
質は、発光素子からの光を変換させるものであり、発光素子から透光性部材の外部へ出射
される光の波長を変換することができる。発光素子からの光がエネルギーの高い短波長の
可視光の場合、有機蛍光体であるペリレン系誘導体、ＺｎＣｄＳ：Ｃｕ、ＹＡＧ：Ｃｅ、
Ｅｕ及び／又はＣｒで賦活された窒素含有ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２などの無機蛍光
物質など、種々好適に用いられる。本発明において、白色光を得る場合、特にＹＡＧ：Ｃ
ｅ蛍光体を利用すると、その含有量によって青色発光素子からの光と、その光を一部吸収
して補色となる黄色系が発光可能となり白色系が比較的簡単に信頼性良く形成できる。同
様に、Ｅｕ及び／又はＣｒで賦活された窒素含有ＣａＯ－Ａｌ２Ｏ３－ＳｉＯ２蛍光物質
を利用した場合は、その含有量によって青色発光素子からの光と、その光を一部吸収して
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補色となる赤色系が発光可能であり白色系が比較的簡単に信頼性よく形成できる。
　拡散材や蛍光物質は、被覆部材のみに含有させ、透光性部材には含有させないことが好
ましい。これによって、拡散材や蛍光物質による光錯乱によって、発光装置の側面や底面
側への光の抜けを防止できる。被覆部材は、上述のように凹形部に充填して形成できるほ
か、スクリーン印刷や電気泳動沈着等によって発光素子の周囲のみに形成してもよい。
【００４３】
＜保護素子＞
　本発明の発光装置には、発光素子の他、保護素子が搭載されていてもよい。保護素子は
、１つでもよいし、２つ以上の複数個でもよい。ここで、保護素子は、特に限定されるも
のではなく、発光装置に搭載される公知のもののいずれでもよい。つまり、過熱、過電圧
、過電流、保護回路、静電保護素子等が挙げられる。具体的には、ツェナーダイオード、
トランジスタのダイオード等が利用できる。
　搭載する部位は、発光素子の近傍でもよいが、発光素子から出射される光の範囲外に載
置されていることが好ましい。これにより、保護素子における光吸収を抑制できる。保護
素子は、リード、第２リードのどちらに配置されてもよいが、第２リードに配置されるこ
とが好ましい。保護素子の接合部材が素子載置部へ流れ出すのを防止できる。また、第１
リードに保護素子載置部を設ける場合に比べて、第２リードの面積割合が増えるので、第
２リードと透光性部材の密着性が向上する。
＜その他の部品＞
　本発明の発光装置では、発光素子からの光の取り出しを効率的に行うために、反射部材
、反射防止部材、光拡散部材等、種々の部品が備えられていてもよい。
【００４４】
　以下に、本発明の発光装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施例における発光装置１００の斜視図である。図２は、図１の発光
装置の平面図である。図３および図４は、図１の発光装置の内部構造を示す平面図である
。図５は、本発明の発光装置における透光性部材とアウターリードとの関係を説明するた
めの概略平面図である。図６は、図１の発光装置における凹形部を説明するための斜視図
である。図７は、図１の発光装置の底面図である。
【００４５】
　図１～図７に示すように、この実施例の発光装置は表面実装タイプの発光装置であって
、発光素子１１と、リード１２および第２リード１３の一部とが、シリコーン樹脂からな
る透光性部材１４により、一体的に封止構成されている。
　この実施例の発光装置の製造工程では、めっき加工された一枚のリードフレーム上に複
数の発光装置を形成し、後にリードフレームを切断することにより、個々の発光装置とし
ている。
【００４６】
　発光素子１１は、一辺が６５０μｍの平面視略正方形状をしている。発光素子１１は、
サファイア基板にＧａＮ系半導体層を積層させた構造によって形成されており、主波長が
約４７０ｎｍの青色発光を有する。発光素子１１のダイボンディングは、例えば、銀ペー
スト又はエポキシ樹脂を用いて行われている。また、直径３０μｍの金線からなるワイヤ
によって、発光素子１１に形成された電極（図示せず）と、第２リードとが接続されてい
る。
【００４７】
　本実施例の発光装置１００は、上面が縦３．６ｍｍ、横４．０ｍｍ、パッケージ端部に
おいての底面から上面までの高さが２．０５ｍｍの形状である。うち、レンズ部の高さが
１．４ｍｍである。アウターリード部１２ａの第２方向の最大長さＬ２は３．３ｍｍであ
る。
　本実施例の発光装置は、その製造工程において、一枚のリードフレームから複数の発光
装置を製造している。一枚のリードフレームで製造される複数の発光装置は、それぞれの
発光装置のアウターリード部および第２のアウターリード部の第２方向の両端を切断する
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ことにより、個々の発光装置１００となる。リードフレームは、Ｃｕを母材とし、その表
面にＡｇめっき加工が施されているものを使用している。
【００４８】
　アウターリード部１２ａの露出方向である第１方向の端面１２ｂは、Ａｇめっき層で覆
われ、アウターリード部の第２方向における端面１２ｃには、リードの母材であるＣｕが
露出している。Ｃｕが露出する面は切断面であるため、その端部は鋭利であるが、アウタ
ーリード部の幅Ｌ２が、発光装置の外形寸法内に収まっているので、製造工程中の他の発
光装置の破損を低減することができる。
　アウターリード部１２ａの露出方向である第１方向の端面１２ｂは、Ａｇめっき層で覆
われているため、半田等のはじきが発生しにくく、第１方向への突出長さを抑えても、接
着性を良好に安定して実装することが可能となる。本実施例の発光装置１００におけるア
ウターリード部１２ａの突出長さは、０．６ｍｍ程度である。
【００４９】
　リード１２は、発光素子１１を搭載するための素子載置部１２ｄを有しており、その周
囲を屈曲して素子載置部１２ｄを底部とする凹形部を形成している。凹形部の形状は、平
面視略長方形の角が丸められた形状をしており、凹形部の開口部は長辺が２．４ｍｍ、短
辺が１．４ｍｍである。凹形部の開口部から底部までの深さは０．３５ｍｍで、底部は長
辺が２．１３ｍｍ、短辺が１．１３ｍｍの平面視略長方形状をしている。
　図示しないが、素子載置部１２ｄ内の発光素子１１は、蛍光物質（例えばＹＡＧ：Ｃｅ
）及び拡散材（例えばＳｉＯ２）を含有するシリコーン樹脂からなる被覆部材によって封
止されている。被覆部材はポッティングによって形成される。
【００５０】
　素子載置部の周囲を上面側に屈曲して凹形部が形成されたリード１２は、凹形部をさら
に側面方向に屈曲し、凹形部の周囲に平坦部を形成している。平坦部は発光装置の底面側
に屈曲し、さらに側面側に屈曲して、透光性部材１４の側面から突出されアウターリード
部として配置される。凹形部の底面と、透光性部材の底面と、アウターリード部の底面と
を略面一となっている。リード１２および第２リード１３は、０．２５ｍｍ厚の銀めっき
銅板を、プレスによる打ち抜き加工により形成されている。リード１２の上記屈曲による
高低差は略０．３５ｍｍ程度である。
　本実施例の発光装置は、さらに保持部材１５を備えている。保持部材１５は、ポリフタ
ルアミド（ＰＰＡ）によって成形されている。保持部材は、リードと第２のリードの間の
Ｐ‐Ｎギャップを含むリードの側面部や、発光装置の底面側において、凹形部の周囲に配
置されている。凹形部の底面１２ｅの高さと、保持部材１５の底面の高さと、透光性部材
１４の底面の高さと、アウターリード部１２ａの底面の高さとは略一致している。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明に係る発光装置及びその製造方法は、照明用光源、ＬＥＤディスプレイ、バック
ライト光源、信号機、照明式スイッチ、各種センサ及び各種インジケータ等に用いるＬＥ
Ｄ、レーザ素子等の半導体発光素子のみならず、半導体発光素子の製造に広範囲に利用す
ることができる。
【符号の説明】
【００５２】
１００　発光装置
１１　発光素子
１２　リード
１２ａ　アウターリード部
１２ｂ　アウターリード部の第１方向における端面
１２ｃ　アウターリード部の第２方向における端面
１２ｄ　素子載置部
１２ｅ　凹形部の底面
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１３　第２リード
１３ａ　第２のアウターリード部
１４　透光性部材
１４ａ　レンズ部
１４ｂ　鍔部
１５　保持部材
１６　保護素子

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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